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令和６年度 事業計画 

 

１．基本方針 
 

令和元年台風第 19 号（令和元年東日本台風）、令和 2 年 7 月豪雨、令和 5 年 6 月

28 日からの大雨等をはじめ、連年、広域的・局地的・集中的な豪雨や台風に起因し

た高潮等により、大規模な水害や土砂災害などが全国各地で発生し、人命や資産が

失われるなど甚大な被害が生じ、また、社会経済活動にも大きな影響を与えるとと

もに、それらは激甚化、頻発化しています。さらに今後は気候変動の影響により、

21 世紀末には全国平均で降雨量は 1.1 倍、洪水発生頻度は 2 倍になるとも試算され

ています。 
このため、河川の上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国、流域自治体、

企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」が推進されていま

す。防災施設の整備といったハード対策を進めることはもとより、災害時の応急対

策活動や住民の避難行動等に役立つ河川・流域情報の提供や災害前・災害時の危機

管理対応などのソフト対策のより一層の充実が求められています。令和 5 年度から

は、全国 109 の一級水系で、気候変動を踏まえた河川及び流域での対策の方針を反

映した「流域治水プロジェクト 2.0」の作成も進められています。 
情報ニーズの多様化・高度化を背景にして、情報関連技術は飛躍的に発展し、一

般の情報入手手段等も大きく変化してきており、河川・流域情報の伝達・活用を効

果的に行うための調査検討を行うとともに、「川の防災情報」を全面リニューアル

し、令和 3 年 3 月より公開しています。また防災関係機関をはじめ広く社会全体の

情報連絡体制の構築に向けて取り組むことも重要になっています。 
一般財団法人河川情報センター（以下「センター」という。）は、これまでの豊富

な実績と経験によって培ってきた技術力やノウハウを活かし、住民のニーズに即し

た河川・流域情報の提供や危機管理に関する専門的かつ高度な業務を行う、公益性

の高いシンクタンク（昭和 60 年設立）です。 
令和 6 年度は、生活の安全・安心を確保するために必要なリスク情報なども含ん

だ河川・流域情報を「川の防災情報」を通じて適確に提供していくことや、住民、

防災関係機関等において災害危機管理等の観点から必要とする情報を的確に利用さ

れていくことを引き続き推進します。そのため、情報の利用者の視点に立って、以

下の事業を実施します。 
 

■ 災害時の避難行動や緊急活動に不可欠なリスク情報等を含んだ河川・流域情報

の適確なリアルタイム提供 
■ 住民自らのリスクを知り、適確な逃げ時の判断や防災関係機関が適確な災害対

応・判断ができるような情報提供 
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■ 災害時の判断・行動を住民自ら考えるマイ・タイムライン等の普及や防災関係

機関の危機管理体制の充実を支援 
■ 洪水予測システムの精度向上、雨量・河川水位・流量等の観測技術の高度化 
 
以上の方針の下、令和６年度は、以下のような「河川・流域情報提供事業」及び

「河川・流域情報普及支援事業」を実施します。 
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２．河川・流域情報提供事業 
 
１）河川情報提供事業 
 
（１） 情報提供業務 
 

・河川情報の提供 
「川の防災情報」では、国土交通省及び都道府県等が観測するリアルタイム情報

（雨量、河川水位、レーダ雨量、カメラ画像、ダム情報、洪水予警報等）を一元的に

収集し、インターネット回線（ＰＣ、スマートフォン等）を通じて、一般住民、市町

村担当者などに常時提供します。 
 リアルタイム河川情報は、迅速な防災・減災体制の確立、適切な水防活動や河川

管理施設の操作等に利用され、住民の安全・安心の確保に直結する必要不可欠なも

のであり、①システムの安定性が確保され、情報が遅滞なく継続的に提供されてい

ること、②情報利用者の視点に立つことが重要です。このため、河川情報の提供に

際しては、関係機関と密接に連携しつつ、負荷急増対策、セキュリティ対策、デー

タの保存・管理等、システムの適切な運用管理を行います。また、障害発生時には

迅速に対応し、影響を最小限に抑えるための体制を構築し、情報利用者へのお知ら

せ、情報利用者からの問い合わせ対応を的確に行います。 
 さらに、「川の防災情報」を利用していただいている方々のご意見等を踏まえて、

より分かりやすい画面となるよう継続的に見直しを行います。あわせて、アクセシ

ビリティの観点から画面の文字等の大きさや視認性、操作性を改善し、誰もがより

使いやすいシステムに改良します。川の防災情報に関するシステムについて、新し

い OS（Red Hat Enterprise Linux 9）への更新を行います。 
また、河川の上流から下流まで連続して洪水の危険度情報を提供する水害リスク

ラインや、国土交通省所管ダム及び利水ダムを対象に事前放流の基準雨量とダム上

流域の予測降雨量を対比して表示する予測雨量閲覧システムの円滑な運用を行いま

す。 
また、災害の危険を知らせる洪水予報についても、新たな発表支援ツール（洪水

予警報システム）の実装に向けた最終的なプログラム修正を行い、関係機関による

一層的確かつ迅速な発表を可能とします。 
 
・リアルタイム情報の精度監視 

「川の防災情報」により一般住民、市町村防災担当者などへ提供されているリア

ルタイム情報について、24 時間・365 日の常時監視（データ監視及び画面監視）、

異常値等（異常値、欠測・未受信）の整理分析及びダム放流通知文の入力に係る支

援等を行います。常時監視にあたっては、自主開発した「データ監視ツール」およ

びシステム毎の「画面監視ツール」を使用し、また、監視結果を踏まえ必要に応じ

その改良を行い、監視の精度向上を図ります。なお、異常値等が発生した場合は、

その発生状況を観測所管理者へ速やかに連絡するとともに、可能な限り当該事象の
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推定原因および復旧方法の提案を行います。 
 

（２） データ管理・利活用促進業務 
 

・水文観測技術の向上 
出水時の流量観測は、これまで浮子による方法が一般的であったが、観測時の

観測員の安全確保、即応性等の課題があり、令和 5 年度から非接触型流速計によ

る観測が始まっています。非接触型流速計の観測データの妥当性について、浮子

観測データとの整合性の確認、データの照査等により検証するとともに、問題が

あった場合には非接触型流速計の設置の適切性の確認等を行います。 
 

・水害統計調査及びシステム整備と利活用促進 
治水に係る各種行政施策の検討・評価に必要な基礎資料を得るため、水害統計

調査を行います。調査にあたっては、精度の向上、行政機関の負担軽減並びに調

査結果の利用促進を図るため、水害統計調査方法の改善及び水害統計データの公

開方法の検討を進めます。 
また、河川防災・治水対策・避難行動等に関する各種行政施策や研究活動等に

活用するための基礎資料を整備した「水害統計データベース」や統計値として河

川情報を保管する「水文水質データベース」について、データ管理及びデータベー

ス化を継続するとともに、さらなる有効利用と活用を促進します。 
具体的には、GIS による水害区域図及び水害区域の被害情報と水文水質データ

ベースとの連携、水害統計調査主体である自治体の負担軽減と精度向上のための

web システムの構築、動作検証及びインストールに取り組みます。また、水情報

国土データ管理センターシステム及びヘルプデスク等の管理支援を行います。 
 

２）危機管理・流域情報提供事業 
 
（１）危機管理業務 
 
 ・災害対応関係機関の危機管理能力の向上支援 

演習者の対応に応じてリアルタイムでシナリオを修正しながら進行するロールプ

レイング演習や、実河川を対象とした自治体のタイムラインの検証を考慮した演習

等の危機管理演習を企画し、その普及を図ります。 
 

 ・大規模風水害時における危機管理行動の向上に関する検討 
東京都東部低地帯に位置する江東５区で、大規模水害が発生した際の広域避難先

施設の開設手順、避難誘導計画・運営方法の方針を取りまとめたマニュアルを元に

した広域避難の図上訓練実施を支援するとともに、同訓練の結果や広域避難先施設

の確保状況に応じて同マニュアルの改訂を行います。 
東海地方の低平地で計画規模を越える高潮や洪水による大規模かつ広域な浸水被
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害が発生した場合を想定して、被害想定を法定のＬ２（想定最大規模）浸水想定（高

潮＋洪水）にすることにより、広域避難人口および避難所要時間の再計算、令和 3
年災害対策基本法改正を反映したタイムラインの見直し、新たな避難先の確保、広

域避難に限らない多角的な避難手法をはじめとした、関係機関が行動する際の実効

性のある計画の策定を検討し、危機管理行動計画（第五版）の改定に取り組みます。 
 

・河川防災施設の活用計画の検討  
大規模地震時に、河川防災施設（緊急用河川敷道路・緊急用船着場等）を効果的

・効率的に沿川自治体や災害関係機関が活用するための実運用手法について、情報

伝達と実動の訓練やワークショップ等を通じて、連携運用の方策や共有すべき情報、

情報の受発信の確認ルールや方法などについて検討・検証します。 
また、河川敷利用時の課題となる避難者への対応について沿川自治体と関係機関

からなる合同ワークショップを開催し検討を行います。 
 
（２）流域情報提供業務 
 
 ・マイ・タイムラインの全国展開 

住民の的確かつ迅速な避難行動に資するよう、住民自らのリスクや行うべき行動

・活動を明らかにするマイ・タイムラインの作成支援等を行うとともに、防災・減

災の活動を流域に根付かせるために地域防災リーダーや専門家の育成、および研修

を企画・実施します。 
また、デジタルを活用した教材開発、避難行動要支援者に対応した講習会支援、

気象キャスターや防災士、大学などとの連携によるマイ・タイムラインの普及促進

のための活動等を実施することにより、全国的な利用と活用を図っていきます。 
 

・浸水センサを活用したリアルタイム浸水状況把握  
 近年、大規模な豪雨による浸水被害が頻発しており、浸水状況をリアルタイ

ムで把握したいという社会的ニーズが高まっています。このため、国土交通省

が実施するワンコイン浸水センサ実証実験（令和 4 年度：5 自治体 10 企業団

体、令和 5 年度；61 自治体、26 企業団体が参加）で全国約 1300 基の浸水セ

ンサが設置されてきています。令和 6 年度も引き続き、実証実験による浸水

センサの精度向上のための検討、浸水センサ普及のための支援、並びに浸水状

況を表示するシステムの整備等を行うことで、浸水センサの普及を図ってい

きます。また、中央大学研究開発機構、大塚ウェルネスベンディングと共に自

動販売機を活用した浸水センサを設置してまいります。  
 

３）調査研究事業 
・SIP 第 3 期「防災行動を促すリアルタイム災害リスク情報の評価・生成技術」 
令和 5 年 9 月より始まった、“戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）”第
3 期（令和 5～9 年度）において、「防災行動を促すリアルタイム災害リスク情報
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の評価・生成技術」のテーマで研究開発に参加しています。 
発災時に我が身に降りかかるリアリティのある情報がタイムリーに提供され

ていないなどの現状により逃げ遅れによる多くの犠牲者や要救助者が発生して

いることが防災分野の大きな課題となっています。河川情報センターは、これら

の課題を解決するため、SIP 第 3 期の中で 3 つの研究開発を実施し、4 つのシス

テムを社会実装していきます。 
① 災害をジブンゴトとして認識できるリアリティのある個別具体の情報をタイ

ムリーに提供するシステムの開発 
⇒「リアルタイム浸水範囲把握システム」及び「リアルタイム氾濫予測システ

ム」 
② 災害発生時に避難指示発令等の市町村の災害対応を支援するシステムの開発

⇒「デジタル防災タイムライン」 
③ 災害が差し迫った状況の時に具体的にどのような行動をとればよいかを把握

できる情報を提供できるシステムの開発 
⇒「デジタル防災マイ・タイムライン」 

 
・BRIDGE：「IDR4M の全国展開の加速化プロジェクト」 

SIP 第 2 期（平成 30 年～令和 4 年度）において開発した“市町村災害対応統合シ

ステム（IDR4M）”を，“研究開発成果の社会実装への橋渡しプログラム（BRIDGE）

”（令和 5～7 年度）の枠組みにて改良し、全国への普及を加速させます。 
全国展開を進めるにあたり、国、都道府県、市町村と連携して、より利用しやす

く流域全体を対象としたシステムへと改良するとともに API 配信の実施により全

国への普及を進め、適時的確な避難指示発令等が行われる Society5.0 の社会を実現

します。 
 

・洪水予測精度の改善  
国管理河川を中心として全国的な展開が図られている洪水予測システムを対象

に、本川上流や支川における不定流区間の延伸やダム等が及ぼす影響の取り込みな

ど、各々の河川の特性を反映したモデル精度の向上を図ってきました。 
今後さらに、精度向上に寄与する観測情報を活用して、地域特性を的確に反映さ

せるべく、RRI モデルの適切な適用と計算の高速化に配慮しつつ洪水予測の精度改

善を図っていきます。 
 
・河川管理の実務での活用のためのレーダ雨量計の精度向上  

レーダ雨量計の様々な河川管理実務での適用性について検証し、レーダ雨量計

の有効活用を推進するべく、レーダ雨量観測値の精度確認と、河川管理実務での

活用・効果の観点から改善の必要性と対策手法の検討を進めます。特に大気低層

での降雨強化やレーダ観測条件等による誤差については、全国レーダ雨量計の解

析・合成処理過程等を見直すことで減じる方策を検討します。それらの検討成果

を処理システム更新・管理改善の提案に反映させることで、レーダ雨量計の精度
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向上を通じた精度の良い洪水予測や、既設ダムの効率的な運用等、河川管理実務

への適用につなげていきます。 
 

・海外における洪水情報システムの開発・普及（国際協力） 
 

タイのチャオプラヤ川流域で開発した洪水情報システムを活用し、ベトナム国の

フン川流域における、洪水情報システムの実装が令和 5 年に完了した。ベトナムで

はフン川のプロジェクトをパイロット事業と捉えており、今後他流域への展開を図

る方針である。こうした取組を通じて、引き続き洪水情報システムが未構築、また

不十分な流域において、洪水被害の軽減に取り組みます。 
アジア諸国政府の河川部門の中堅職員を対象に JICA が実施する、「水文観測技

術」研修及び「治水計画策定と流域管理実務」研修への支援を行います。 
 

３．河川・流域情報普及支援事業 

河川・流域情報についての収集、処理・加工、解析、保管及び提供技術を活用し

て、センターが開発・蓄積してきた成果を、広く住民及び国、地方公共団体その他

の防災関係機関等に提供することを通じ、社会に貢献します。また、水災害の軽減

及び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の増進に寄与するため、公益に資す

る各種事業を積極的に実施し、社会に貢献します。 
 

１）情報活用支援事業 
 
・被災地の緊急調査・復興支援 

 熊本県益城町における浸水情報の提供【熊本地震の支援】 
平成 28 年 4 月の熊本地震により地盤沈下等が生じた地域において、平成

28 年 6 月の出水で床上浸水など浸水被害が発生したことを踏まえ、浸水の危

険性の高い地区等を対象に河川の水位上昇を通知するシステムを構築・運用

しており、さらに浸水の発生を探知するセンサを設置しています。 
 倉敷市真備町におけるアラートメールの配信【西日本豪雨の支援】 

平成 30 年 7 月の西日本豪雨で被災した小田川や支川の危機管理型水位計

において、中国地整や岡山県からの要請を受けて設定水位を超過した場合に

アラームメールを河川管理者、県・市、真備地区まちづくり推進協議会に通

知配信するシステムを構築し、豪雨直後の平成 30 年 10 月から運用を開始し

ました。迅速な防災活動や避難行動への支援策として引き続き実施していき

ます。 
 

・水防災オープンデータ提供サービス 
国土交通省が実施する河川情報数値データ配信事業（水防災オープンデータ

提供サービス）に配信事業者として参画し、河川情報センターがこれまでの業
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務を通じて蓄積してきた技術を活用し、XRAIN、Ｃバンドレーダ雨量、テレメ

ータ（雨量・水位等）、洪水予警報、危機管理型水位計、河川カメラ（簡易河

川監視カメラ、CCTV カメラ）に加え、MP レーダの RAW・一次処理データの

数値データ等を受信希望者に提供します。  
また、利用者ニーズを踏まえ観測所諸元一覧、システム利用の手引書、デー

タ取得手順書などの各種マニュアルや関連定数（メタデータ）のＨＰ公開・提

供を実施します。  
 
 ・危機管理型水位計運用システムの総合運用 

危機管理型水位計については、川の水位情報の運用開始から現在までに全国

8,971 箇所で整備が進められてきました。令和 6 年度についても、低コストの水位

計（危機管理型水位計）の情報を簡易に閲覧し、避難行動の参考にすることができ

る水位情報システムとして平成 30 年に開発した WEB サイト閲覧システム「川の

水位情報」を運用するとともに、危機管理型水位計運用協議会の事務局としてシス

テムの総合運用及び危機管理型水位計のさらなる普及に努めます。 
 
２）研修及び普及・啓発事業 
 
 ・河川情報取扱技術研修 
     国・都道府県、コンサルタント、建設・測量、メーカー等の官民の河川情報技術

に関わる担当技術者を対象として、河川情報の効率的かつ効果的な取り扱いのた

め、現場で役立つ実践的知識や新技術の講義を行います。 
＜11 月～12 月実施予定＞ 

  
・災害危機管理研修 

自治体の防災担当者を対象として、洪水災害時における危機管理能力の向上を

目的に、ⅰ）実体験に基づく災害対処事例等についての講義、ⅱ）大規模な洪水を

想定したロールプレイング方式の図上訓練、ⅲ）講義・図上訓練で得た知見による

「災害時における対応」についての討論を行います。 
＜11 月実施予定＞ 
 

・河川情報シンポジウム 
河川・防災・情報分野を専門とする各界のリーダーによる技術動向・成果の講演

およびセンターの成果報告等によるシンポジウムを開催し、河川・防災情報の最新

の知見、最先端の技術動向や取組等を紹介します。 
＜12 月開催予定＞ 
 

・河川情報センター講演会 
  河川・流域情報の収集・提供等に関する最新の課題や技術開発の動向について接

する機会がどうしても少ない地方において、専門家の講演・講義等により、最新技
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術情報の提供と土木技術者等の継続教育の機会の確保に寄与する講演会を開催し

ます。 
＜各地方において適宜開催予定＞ 
 

 ・その他研修会 
マイ・タイムライン普及のため、一般住民、避難行動要支援者（福祉関係者・在

留外国人等）、学校関係者等を対象とした講習会に講師として参加して支援しま

す。また、気象キャスター・防災士等を対象としたマイ・タイムラインリーダーを

育成するためのマイ・タイムライン研修等の開催に努めます。 
 
 ・海外からの研修生の受け入れ 

外国政府機関・団体、ＪＩＣＡ、大学、研究機関等から要請のある研修生を受け

入れ、我が国の河川・防災情報の取組、危機管理対応事例の取組などについて紹介

するとともに、相互の意見交換や交流を図ります。 
 
３）助成事業 
 
 ・研究助成 

河川及びその流域に関する情報について、先端の技術の研究開発を促し、水災害

による被害の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の増進に資する

ことを目的として、優れた研究開発に対し助成を行います。その成果は研究助成成

果報告会を開催する等で広く周知します。 
 
 ・全国水防管理団体連合会の事務局 

全国水防管理団体連合会の事務局として、洪水時等に住民と地域の安全を担

う全国の水防団及び水防団員の活動の支援を行うとともに、水防に関わる情報を

一元化したホームページの充実を図ります。 
 
４）協賛 
 

・協賛等 
   河川、防災に関する普及啓発を行う行事、イベント等に対し、協賛等の支援

を行います。 


